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廃棄物焼却炉（2t/時未満）　既設

測定結果
（ng-TEQ/m3N）

基準値
（ng-TEQ/m3N）

測定者 その概要及び措置後の状況注２） 自治体

140 10 行政 改善命令。H19.1.31施設使用廃止届出。 千葉県

130 10 設置者
改善等を口頭指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

長崎県

86 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（1.9ng-TEQ/m3N）。
福井県

78 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（1.5ng-TEQ/m3N）。
山梨県

60 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（0.21ng-TEQ/m3N）。
長崎県

55 10 設置者
一時停止命令［廃棄物処理法に基づく措置］。改善
後の設置者による測定で基準値以下（3.8ng-

TEQ/m3N）。
熊本市

48 10 設置者
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（9.8ng-TEQ/m3N）。
静岡県

44 10 設置者
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（1.3ng-TEQ/m3N）。
福岡県

35 10 行政 改善等を文書指導。改善対策実施中。 静岡県

34 10 行政
改善命令。改善後の設置者による測定で基準値以下

（8.9ng-TEQ/m3N）。
さいたま市

33 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（2.8ng-TEQ/m3N）。
秋田県

32 10 行政 改善等を口頭指導。H19.3.23施設使用廃止届出。 埼玉県

30 10 行政
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

（0.81ng-TEQ/m3N）。
香川県

29 10 設置者 H18.12.22施設使用廃止届出。 札幌市

29 10 行政
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

（0.16ng-TEQ/m3N）。
香川県

28 10 行政
改善命令及び一時停止命令。H19.1.23施設使用廃止
届出。

広島県

24 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（0.68ng-TEQ/m3N）。
福井県

24 10 行政
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（9.5ng-TEQ/m3N）。
埼玉県

23 10 行政
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

（5.6ng-TEQ/m3N）。
香川県

23 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（0.48ng-TEQ/m3N）。
鳥取県

22 10 設置者 改善等を文書指導。。H19.3.23施設使用廃止届出。 兵庫県

22 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（7.6ng-TEQ/m3N）。
新潟県

22 10 行政
改善命令。改善後の設置者による測定で基準値以下

（6.6ng-TEQ/m3N）。
栃木県

21 10 行政
改善命令及び一時停止命令。改善後の設置者による

測定で基準値以下（0.1ng-TEQ/m3N）。
宮崎県
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測定結果
（ng-TEQ/m3N）

基準値
（ng-TEQ/m3N）

測定者 その概要及び措置後の状況注２） 自治体

18 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（0.95ng-TEQ/m3N）。
長崎県

18 10 行政
改善命令。改善後の設置者による測定で基準値以下

（5.6ng-TEQ/m3N）。
埼玉県

16 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（1.8ng-TEQ/m3N）。
長崎県

15 10 行政
改善命令。改善後の設置者による測定で基準値以下

（7.2ng-TEQ/m3N）。
埼玉県

14 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（ 9.7 ng-TEQ/m3N）
鹿児島県

14 10 行政
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（10ng-TEQ/m3N）。
長崎県

13 10 行政
改善等を口頭指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下（2.8ng-

TEQ/m3N）。
高松市

13 10 設置者
改善等を文書指導［廃棄物処理法に基づく措置］。
改善後の設置者による測定で基準値以下（3.2ng-

TEQ/m3N）。
徳島県

13 10 設置者 改善等を口頭指導。H18.12.25施設使用廃止届出。 山口県

13 10 行政 改善等を口頭指導。改善対策実施中。 東京都

12 10 行政
改善等を文書指導。改善後の行政検査で基準値以下

（2.1ng-TEQ/m3N）。
鹿児島市

12 10 設置者
改善等を口頭指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

長崎県

12 10 設置者
改善等を文書指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

大阪府

12 10 設置者
改善等を文書指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

茨城県

12 10 設置者
改善等を文書指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（0.18ng-TEQ/m3N）。
山形県

12 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の行政検査で基準値以下

（0.015ng-TEQ/m3N）。
岩手県

11 10 設置者
改善等を文書指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

名古屋市

11 10 設置者
改善等を口頭指導。改善対策実施中。施設使用停止
継続中。

長崎県

11 10 設置者 改善等を口頭指導。改善対策実施中。 千葉県

11 10 設置者
改善等を口頭指導。改善後の設置者による測定で基

準値以下（3.2ng-TEQ/m3N）。
岩手県

注１）平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に、都道府県・政令市による測定及び設置者
　　　による測定において排出基準超過が判明した事例をまとめた。なお、同一施設・事業場における一連
　　　の案件については、複数回にわたる測定であっても１件とみなし、測定結果欄には最も値の大きい結
　　　果を代表として記載した（必ずしも基準超過判明の端緒となった測定結果とは一致しない）。測定者
　　　欄の「行政」は都道府県・政令市による測定、「設置者」は設置者による測定であることを示す。

注２）平成１８年度中及び平成１９年４月１日から平成１９年６月３０日までの間に講じられた措置及び対
　　　応状況を記載した。「廃棄物処理法に基づく措置」とは、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律
　　　（廃棄物処理法）の規制を受ける廃棄物焼却炉であって、主として廃棄物処理法を根拠とする措置が
　　　執られたことを示す。
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